
交通事故に遭わないように、「登下校の歩き
方」「自転車の乗り方」「横断歩道の渡り方」
「危険な行為防止」などをポスターに描いて、
みんなに呼びかけよう。

全学年推奨学年

区内市立小学校の児童は、作品を担任の先生に
提出してください。
そのほかの児童は次のページの応募方法を見て
ください。

ポスター作成の詳細案内は
次のページへ！

申込方法

みんなの力で安全なまちに！
交通安全や交通事故防止を

テーマにポスターを
描いてみよう！

地域振興課地域活動担当 （224-8132）



令和５年度中区交通安全こどもポスターコンクール 

募 集 要 項 

 
１ 趣 旨 

  交通安全や交通事故防止をテーマとした絵（ポスター）を描くことを通して、児童の 

交通安全意識の高揚を図ります。 

 

２ 主 催 

  中区交通安全対策協議会、中区役所 

 

３ 内 容 

（１）テーマ    

交通安全や交通事故防止に関するもの 

  (例) 登下校の歩き方、自転車の乗り方、横断歩道の渡り方など 

ポスターの内容が交通安全や交通事故防止を呼びかけるもの。  

（２）応募資格 

中区在住・在学の小学生 

（３）応募規格 

・画用紙の大きさは、（四つ切り約 38cm×54cm、通常、「大判画用紙」と呼ばれて 

いるもの。） 

・画用紙の裏に、「学校名」、「学年」、「クラス」、「氏名」を（区内市立小学校以外の 

児童は「住所」、「電話番号」も）記入してください。 

※「氏名」にふりがなをお願いします。 

※作品はカラー版でお願いします。 

（４）応募方法   

・区内市立小学校の児童は、担任教諭に提出してください。小学校が取りまとめ、 

 中区役所地域振興課へ直接持参するか郵便で送ってください。  

・区外市立、国立・私立小学校等の児童は、小学校が取りまとめていただくか、 

個々に中区役所地域振興課へ直接持参するか郵便で送ってください。 

（５）応募期間    

令和５年７月７日（金）から令和５年９月 15日（金）まで 

 

４ 賞（表彰） 

（１）応募者全員に、参加賞を贈呈します。 

（２）入賞者には、賞状及び記念品を贈呈します。  

 

５ 展 示（展示日時及び展示場所は、変更になる可能性があります。）  

令和５年 12 月 11 日（月）から 20 日（水）まで、「年末の交通事故防止運動」にあわせ

て、中区役所内にて優秀作品の展示をします。 

 



６ その他 

 （１）金賞受賞作品は、ポケットティッシュの図案に採用し、中区内交通安全協会を通し

て交通安全啓発活動に活用いたします。 

 （２）金賞受賞作品は、令和６年度中区交通安全運動で使用する場合があります。 

（３）画用紙のサイズ規格外の作品や交通安全啓発に適さない作品（信号機の色の並び方

に誤りがある等）や白黒版は表彰対象とならないため、ご注意ください。 

  

 

 

 

＜問い合わせ及び送付先＞ 

                         〒231-0021  

横浜市中区日本大通 35番地 

                         中区役所地域振興課 

     工藤、丸橋 

                         電話 224-8132 FAX224-8215 
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